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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可動部を作動する磁性体を磁気的に駆動する駆動用コイルと、所定の巻数で巻回される
巻回部を有し前記巻回部により前記磁性体の移動領域を含む内部領域を形成して前記内部
領域で前記駆動用コイルによる磁束を鎖交する電圧検知用コイルと、前記電圧検知用コイ
ルの出力に応じて前記可動部の挙動を推定する挙動推定手段とを備え、前記電圧検知用コ
イルは、前記磁性体の一部が前記内部領域における前記磁性体の前記移動領域全体に常に
存在する位置に配設されることを特徴とする電磁式可動装置。
【請求項２】
　前記可動部を構成する可動接点を有する開閉部と、前記可動部を作動する磁性体からな
る可動鉄心および前記駆動用コイルを有する電磁操作機構とを具備する開閉器において、
前記挙動推定手段は、前記電圧検知用コイルの出力に応じて前記可動部を構成する前記可
動接点の挙動を推定することを特徴とする請求項１に記載の電磁式可動装置。
【請求項３】
　前記挙動推定手段は、前記電圧検知用コイルの出力値および前記駆動用コイルに流れる
電流値に基づいて前記可動部の挙動を推定することを特徴とする請求項１または請求項２
に記載の電磁式可動装置。
【請求項４】
　前記挙動推定手段は、前記電圧検知用コイルの出力値を含む変動データに係る任意のデ
ータ長分の時系列データを取得して、前記可動部の挙動を推定することを特徴とする請求
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項１から請求項３までの何れかに記載の電磁式可動装置。
【請求項５】
　前記挙動推定手段は、前記駆動用コイルに流す励磁電流値と前記励磁電流によって前記
磁性体に生成される磁束値との関係、および、前記励磁電流によって前記磁性体に生成さ
れる磁束値と前記磁性体に働く電磁力によって前記磁性体が動いたときの変位との関係を
示す前記駆動用コイルを含む電磁要素の静特性を参酌して、前記可動部の挙動を推定する
ことを特徴とする請求項１から請求項４までの何れかに記載の電磁式可動装置。
【請求項６】
　前記挙動推定手段は、前記電圧検知用コイルにおける出力値の経時変化を基に前記可動
部の動作速度を推定することを特徴とする請求項１から請求項５までの何れかに記載の電
磁式可動装置。
【請求項７】
　前記挙動推定手段は、前記電圧検知用コイルから前記可動部の移動中における前記電圧
検知用コイルでの出力値の時間変化ｘ（ｔ）がｘ（ｔ）＝Ａｔ＋Ｂ（ここで、Ａは係数を
示し、Ｂは定数を示す）あるいは二次以上の関数で近似できる出力を受けて最高次数にか
かる係数Ａを取得し、前記係数Ａを変数とした二次式を演算して動作速度値を求めること
により、前記可動部の動作速度を推定することを特徴とする請求項１から請求項６までの
何れかに記載の電磁式可動装置。
【請求項８】
　前記挙動推定手段は、前記電圧検知用コイル電圧を時間積分して前記可動部に働く磁束
を求めることにより、前記可動部の変位を推定することを特徴とする請求項１から請求項
６までの何れかに記載の電磁式可動装置。
【請求項９】
　前記挙動推定手段の出力に基づき、前記可動部の動作に異常が発生したかどうかを判別
する状態判定手段と、前記状態判定手段から異常検知信号を取得するとともに、前記挙動
推定手段による挙動推定結果を取得し、前記可動部を設けた電磁式可動装置を含む設備を
管理する設備管理者に異常の検知と挙動推定結果とを通知する通知手段とを備えたことを
特徴とする請求項１から請求項８までの何れかに記載の電磁式可動装置。
【請求項１０】
　前記状態判定手段は、前記挙動推定手段による挙動推定結果と基準値とを比較して前記
可動部の動作に異常が発生したかどうかを判別するものであって、直近に測定した駆動用
コイルの通電電流および電圧検知用コイルの両端電圧の時系列データから挙動推定のため
の関数を再学習して前記基準値を補正する係数補正手段を備えたことを特徴とする請求項
９に記載の電磁式可動装置。
【請求項１１】
　所定の巻数で巻回される巻回部により内部領域を形成して、前記内部領域に駆動用コイ
ルによって磁気的に駆動される可動部を構成する磁性体の移動領域を設定するとともに、
前記内部領域で前記駆動用コイルによる磁束を鎖交する電圧検知用コイルを用い、前記電
圧検知用コイルの出力に応じて前記可動部の挙動を推定するにあたり、前記磁性体の一部
が前記内部領域における前記磁性体の前記移動領域全体に常に存在する状態で前記電圧検
知用コイルの出力を得ることを特徴とする可動部挙動推定方法。
【請求項１２】
　前記可動部により作動される可動接点を有する開閉部と、前記可動部を構成する磁性体
からなる可動鉄心および前記駆動用コイルを有する電磁操作機構とを具備する開閉器にお
いて前記可動接点を作動する前記可動部の挙動を推定するにあたり、前記電圧検知用コイ
ルの出力に応じて前記可動部の挙動を推定することを特徴とする請求項１１に記載の可動
部挙動推定方法。
【請求項１３】
　前記電圧検知用コイルの出力値および前記駆動用コイルに流れる電流値に基づいて前記
可動部の挙動を推定することを特徴とする請求項１１または請求項１２に記載の可動部挙
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動推定方法。
【請求項１４】
　前記駆動用コイルの通電電流および前記電圧検知用コイル電圧に係る任意のデータ長分
の時系列データを取得して、前記可動部の挙動を推定することを特徴とする請求項１１か
ら請求項１３までの何れかに記載の可動部挙動推定方法。
【請求項１５】
　前記駆動用コイルに流す励磁電流値と前記励磁電流によって前記可動部を構成する磁性
体に生成される磁束値との関係、および、前記励磁電流によって前記可動部を構成する磁
性体に生成される磁束値と前記可動部を構成する磁性体に働く電磁力によって前記磁性体
が動いたときの変位との関係を示す電磁要素の静特性を参酌して、前記可動部の挙動を推
定することを特徴とする請求項１１から請求項１４までの何れかに記載の可動部挙動推定
方法。
【請求項１６】
　前記電圧検知用コイルにおける出力値の経時変化を基に前記可動部の動作速度を推定す
ることを特徴とする請求項１１から請求項１５までの何れかに記載の可動部挙動推定方法
。
【請求項１７】
　前記電圧検知用コイルから前記可動部の移動中における前記電圧検知用コイルでの出力
値の時間変化ｘ（ｔ）がｘ（ｔ）＝Ａｔ＋Ｂ（ここで、Ａは係数を示し、Ｂは定数を示す
）あるいは二次以上の関数で近似できる出力を受けて最高次数にかかる係数Ａを取得し、
前記係数Ａを変数とした二次式を演算して動作速度値を求めることにより、可動部の動作
速度を推定することを特徴とする請求項１１から請求項１６までの何れかに記載の可動部
挙動推定方法。
【請求項１８】
　前記電圧検知用コイル電圧を時間積分して可動部に働く磁束を計算することにより、可
動鉄心の変位を推定することを特徴とする請求項１１から請求項１６までの何れかに記載
の可動部挙動推定方法。
【請求項１９】
　前記可動部の挙動推定結果に基づき、前記可動部の動作に異常が発生したかどうかを判
別して、前記可動部を含む設備を管理する設備管理者に異常の検知と挙動推定結果とを通
知することを特徴とする請求項１１から請求項１８までの何れかに記載の可動部挙動推定
方法。
【請求項２０】
　前記可動部の挙動推定結果と基準値とを比較して前記可動部の動作に異常が発生したか
どうかを判別するにあたり、直近に測定した駆動用コイルの通電電流および電圧検知用コ
イルの両端電圧の時系列データから挙動推定のための関数を再学習して前記基準値を補正
することを特徴とする請求項１９に記載の可動部挙動推定方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、電磁式可動装置および可動部挙動推定方法、特に、開閉器の開閉を操作す
る電磁操作機構およびその可動部の挙動を推定する方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的な電磁操作機構は、固定接点および可動接点を備えた開閉器または遮断器に用い
られ、投入用コイルに通電して励磁させて可動接点を投入し、永久磁石の磁力により接点
を保持する。また、開極用コイルに通電して永久磁石の吸引力を打ち消す方向に励磁させ
、蓄勢されたバネの反発力で接点を引きはがすことによって開極する。電磁操作機構は上
記のような構造になっているため、電磁操作機構が故障すると遮断器や回路が損傷を受け
て停電等を引き起こす可能性がある。したがって、電磁操作機構の動作状態を常に把握す
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る技術が求められている。電磁操作機構の挙動が変化する主な要因として、バネ荷重、接
点損耗、可動部摩擦、駆動用コイルに通電する電源の電圧低下（コンデンサ容量の低下）
などがある。これらの変化を監視することによって遮断器または開閉器の故障を未然に防
ぐことができ、さらに異常を示す部位を特定できればメンテナンス省力化の効果が期待で
きる。
【０００３】
　電磁操作機構の状態を把握する手段として、たとえば特許文献１に開示されている電磁
石動作監視装置は、可動鉄心を投入させるときに通電する投入用コイルと開極するときに
通電する釈放用コイルを可動鉄心の外側に巻回している。このような電磁石操作装置にお
いて投入動作するとき、投入用コイルに電流が流れることによってコイルが励磁されると
共に、通電していない釈放用コイルに誘導電圧が発生する。上記電磁石動作監視装置は、
投入用コイルに流れる電流値と釈放用コイルに発生する誘導電圧値を測定し、それぞれの
時間波形において変曲点（動作指令のタイミング、可動鉄心の動き出しのタイミング、可
動鉄心の動作完了のタイミング）を検知して可動鉄心の動作所要時間を算出する。開極動
作の場合は、釈放用コイルに電流を流したときの電流値と投入用コイルに発生する誘導電
圧を測定する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－２５３８６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来の電磁操作機構における状態監視手段は可動鉄心の動作時間を算出して動作状態を
推定するが、可動鉄心が動作中である場合、投入用コイルまたは開極用コイル（以下、駆
動用コイルと称す）を鎖交する磁束は駆動用コイルに流れる電流と可動部の変位量によっ
て不規則に変動するため、可動鉄心の動作時間のみで可動接点の動作速度や変位（移動距
離）を推定することは困難である。
【０００６】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、可動部の挙動を
的確に推定できる電磁式可動装置および可動部挙動推定方法を提供することを目的として
いる。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明に係る電磁式可動装置は、可動部を作動する磁性体を磁気的に駆動する駆動用
コイルと、所定の巻数で巻回される巻回部を有し前記巻回部により前記磁性体の移動領域
を含む内部領域を形成して前記内部領域で前記駆動用コイルによる磁束を鎖交する電圧検
知用コイルと、前記電圧検知用コイルの出力に応じて前記可動部の挙動を推定する挙動推
定手段とを備え、前記電圧検知用コイルは、前記磁性体の一部が前記内部領域における前
記磁性体の前記移動領域全体に常に存在する位置に配設されることを特徴とするものであ
る。
　また、この発明に係る可動部挙動推定方法は、所定の巻数で巻回される巻回部により内
部領域を形成して、前記内部領域に駆動用コイルによって磁気的に駆動される可動部を構
成する磁性体の移動領域を設定するとともに、前記内部領域で前記駆動用コイルによる磁
束を鎖交する電圧検知用コイルを用い、前記電圧検知用コイルの出力に応じて前記可動部
の挙動を推定するにあたり、前記磁性体の一部が前記内部領域における前記磁性体の前記
移動領域全体に常に存在する状態で前記電圧検知用コイルの出力を得ることを特徴とする
ものである。
【発明の効果】
【０００８】
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　この発明によれば、電圧検知用コイルを用いて可動部の挙動を的確に推定することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明における実施の形態１による電磁操作式真空遮断器の構成図である。
【図２】本発明における実施の形態１による電磁操作式真空遮断器（開極時）の断面図で
ある。
【図３】図３(ａ)は、本発明における実施の形態１による開極状態から投入動作を行う際
の電磁操作機構の状態を表す断面図である。図３（ｂ）は、本発明における実施の形態１
による電圧検知用コイルと可動鉄心からなる磁性体との配置関係を拡大して示す模式図で
ある。
【図４】本発明における実施の形態１による電磁操作式真空遮断器（投入時）の断面図で
ある。
【図５】本発明における実施の形態１による開極動作時の電磁操作機構の状態を表す断面
図である。
【図６】本発明における実施の形態１による可動部挙動推定装置の構成図である。
【図７】本発明における実施の形態１による開極動作時に駆動用コイルに流れる電流と電
圧検知用コイルの両端電圧それぞれの時間波形である。
【図８】本発明における実施の形態１による可動部挙動推定装置の挙動推定手段の処理を
説明するフローチャートである。
【図９】本発明における実施の形態１による開極動作時の電圧検知用コイルの両端電圧波
形である。
【図１０】本発明における実施の形態１による投入動作時の電圧検知用コイルの両端電圧
波形と投入用コイルに流れる電流波形である。
【図１１】本発明における実施の形態２による開極動作時に開極用コイルに流れる電流波
形である。
【図１２】本発明における実施の形態３での電圧検知用コイルの両端電圧波形である。
【図１３】本発明における実施の形態３での係数Ａに対する動作速度ｖの関係を示すグラ
フである。
【図１４】本発明における実施の形態４での開極動作時の電圧検知用コイルの両端電圧波
形である。
【図１５】本発明における実施の形態５による可動部挙動推定装置のブロック図である。
【図１６】本発明における実施の形態５による係数補正手段が基準値の調整を行うときの
フローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
実施の形態１．
　本発明における実施の形態１を図１～１０について説明する。ここでは、可動部挙動推
定装置を真空遮断器の電磁操作機構に適用し、可動鉄心の動作速度を推定する場合を例に
説明する。
　図１は本発明の実施の形態１による可動部挙動推定装置を備えた電磁操作式真空遮断器
の構成図である。
　真空遮断器における開閉部を構成する真空バルブ２００は、真空の収納容器の中に可動
接点２２および固定接点２３を収容している。可動接点２２と固定接点２３は可動方向に
対向するように設置されている。電磁操作機構１００は開閉部を構成する真空バルブ２０
０の開閉操作を行うものであって、真空バルブ２００の可動接点２２と電磁操作機構１０
０の可動鉄心６は、駆動棒９ａ，９ｂと接圧バネ１０を介して連結されている。
　ここで、固定接点２３に対向する可動接点２２、および、可動接点２２と直結され一体
に形成された駆動棒９ｂは、可動部ＭＶを構成し、この可動部ＭＶは電磁操作機構１００
の可動鉄心６により駆動棒９ａと接圧バネ１０を介して投入方向または開極方向に移動す
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るよう作動され、可動部ＭＶを構成する可動接点２２が固定接点２３と接離して開閉部を
構成する真空バルブ２００の開閉動作が行われるものである。
　また、電磁操作機構１００は、可動鉄心６および固定鉄心５、投入用コイル２、開極用
コイル１、電圧検知用コイル３、投入用コイル２と開極用コイル１とで構成される駆動用
コイルＤＣが巻回されているボビン４、永久磁石７で構成されている。
【００１１】
　電磁操作機構１００において、駆動用コイルを巻回するボビン４は内側に投入用コイル
２、その外側に開極用コイル１が巻回されている。さらに、永久磁石７に近い側の開極用
コイル１の外周には電圧検知用コイル３が巻回されている。
　また、電磁操作機構１００は、駆動用コイルＤＣおよび電圧検知用コイル３を巻いたボ
ビン４の内部に磁性体で形成された可動鉄心６と、可動鉄心６と真空バルブ２００とを連
結する駆動軸９ａ，９および接圧バネ１０とを備え、磁性体で形成された固定鉄心５は上
記駆動用コイル１，２が巻回されたボビン４を囲むように配置し、固定鉄心５と可動鉄心
６との接触面に永久磁石７を配置している。
　なお、電圧検知用コイル３は、磁束が強く、かつ、コイルの内部に可動鉄心６の一部が
常に含まれるような位置に備えるものとする。
　すなわち、電圧検知用コイル３は、図３（ｂ）に示すように、その主体となる環状体を
形成し所定の巻数で巻回される巻回部３ａを有するものであって、前記巻回部３ａの環状
内部には駆動用コイル１，２による磁束を鎖交する円盤状の内部領域ＲＮが形成され、こ
の内部領域ＲＮには可動鉄心６からなる前記磁性体の移動領域ＲＶが設定される。そして
、電圧検知用コイル３は、可動鉄心６からなる前記磁性体の一部が前記内部領域ＲＮにお
ける可動鉄心６からなる磁性体の前記移動領域ＲＶ全体に常に存在する位置に配設される
ものである。可動接点２２が開極状態にある場合の可動鉄心６における可動接点２２側の
端面は図示Ｐ１の位置にあり、可動接点２２が駆動されて固定接点２３と接触し投入状態
となるとその端面は図示Ｐ２の位置になるものであって、開極動作時および投入動作時に
おける動作期間の全てにおいて可動鉄心６の一部が内部領域ＲＮにおける可動鉄心６の移
動領域ＲＶでの領域全体に常に存在することになる。すなわち、電圧検知用コイル３の内
部領域ＲＮにおける可動鉄心６の占有量は開極動作時および投入動作時の動作期間全てを
通して何も変化がない。
　なお、図３（ｂ）では、投入用コイル２と開極用コイル１とで構成される駆動用コイル
ＤＣの一部が省略して示されている。
【００１２】
　ここで、電磁操作機構１００の動作について説明する。
　図２は開極状態における電磁操作式真空遮断器を表す断面図である。電磁操作機構１０
０が投入動作するとき、図示しない投入用電源が稼動すると、投入用コイル２に電流が流
れ、投入用コイル２が励磁される。励磁された投入用コイル２が生じる磁束の向きを図３
（ａ）の矢印で示す。この電磁力のはたらきによって可動鉄心６が紙面右側へ移動する。
これにより真空バルブ２００の可動接点２２が固定鉄心２３と接触して主回路の通電が可
能になる。可動接点２２と固定接点２３が接触した後、接圧バネ１０が圧縮され接点間の
接触圧力が確保された状態になり、可動鉄心６を吸着した永久磁石７の磁束により接点の
投入状態が保持される。
【００１３】
　図４は投入状態における電磁操作機構１００を表す断面図である。電磁操作機構１００
が開極動作するとき、図示しない開極用電源が稼動すると、開極用コイル１に電流が流れ
、開極用コイル１が励磁される。励磁された開極用コイル１が生じる磁束の向きを図５の
矢印で示す。この電磁力の向きが永久磁石７の磁束を打ち消すことによって接点対の接触
を保持する力が弱まり、可動鉄心６が図４の左方向へ移動する。可動鉄心６の移動開始直
後は、圧縮されていた接圧バネ１０が伸びるだけであるが、接圧バネ１０が伸びきって最
大伸長状態となった後は駆動棒９ａと９ｂは機械的に結合し、可動鉄心６とともに可動接
点２２、駆動棒９ａ，９ｂ、接圧バネ１０が連動して左方へ移動する。所定の開極距離ま
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で可動鉄心６が移動すると、静止板８によって可動鉄心６は停止する。
【００１４】
　以下では、開極動作時において可動鉄心６の動作速度を推定する場合を例にして説明す
る。
　図６は可動部挙動推定装置３００の構成図である。可動部挙動推定装置３００は、電磁
操作機構１００の開極用コイル１に流れる電流Ｉと電圧検知用コイル３の両端電圧ｘを取
得する測定手段３０１と、測定手段３０１で取得したデータを記録する記録手段３０２と
、記録手段３０２から任意のデータ長の時系列データを取得して、電流の時系列データお
よび電圧の時系列データから可動鉄心６または可動接点２２の動作速度ｖを推定する挙動
推定手段３０３と、挙動推定手段３０３で算出した可動鉄心６の動作速度ｖを入力として
、予め記録手段３０２に保存していた基準速度ｖｆとの偏差を算出し、この偏差が予め設
定する閾値よりも大きければ、電磁操作機構１００に異常が発生したことを示す信号と動
作速度ｖを出力する状態判定手段３０４と、状態判定手段３０４から異常検知信号と可動
鉄心６の動作速度ｖの推定値を取得し、設備管理者に状態推定結果を通知する通知手段３
０５とを備えている。
【００１５】
　以下、可動部挙動推定装置３００の動作を説明する。
　まず、可動鉄心６の移動に伴う開極用コイル１を鎖交する磁束の変化について説明する
。
　可動鉄心６が移動するときに開極用コイル１を鎖交する磁束φは、式（１）のように表
せ、開極用コイル１における通電電流Ｉの時間変化の項と可動鉄心６の動作速度ｖの項で
表現できる。
【００１６】
【数１】

【００１７】
　ここで、ｘは電圧検知用コイル３の両端電圧、ｔは時刻、ｒは可動鉄心６の変位、φは
開極用コイル１を鎖交する総磁束、Ｉは開極用コイル１の電流、Ｎは電圧検知用コイル３
の巻数である。
【００１８】
　可動鉄心６や可動接点２２などの可動部ＭＶが移動するとき、駆動系に関する質量や負
荷は不連続に変化する。その変化は開極用コイル１がつくる磁束φに反映される。
　図７は開極動作時に駆動用コイルＤＣに流れる電流Ｉと電圧検知用コイル３の両端電圧
ｘの時間経過を表す波形の一例である。開極指令によって時刻ｔｓに図示しない開極用電
源から開極用コイル１へ電流が流れると、電圧検知用コイル３の両端には開極用コイル１
に流れる電流値Ｉに応じた磁束φに相当する電圧が現れる。そして接圧バネ１０が伸長し
た後、時刻ｔｐに可動接点２２が固定接点２３から引きはがされ、可動接点２２が可動鉄
心６とともに移動を開始すると、可動部質量が増加したことと可動接点２２が移動するこ
とによって、電圧検知用コイル３の両端電圧ｘは少なくとも１つの不連続点を持つ。これ
より、時刻ｔｐ以降の磁束は電圧検知用コイル３の両端電圧ｘは、開極用コイル１に流れ
る電流Ｉと可動鉄心６の移動距離で決まる磁束φに対応する。
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【００１９】
　電圧検知用コイル３の両端電圧ｘ（ｔ）および駆動用コイルの電流Ｉ（ｔ）から可動鉄
心６の動作速度ｖを推定するために、式（１）を次のように変形する。
【００２０】
【数２】

【００２１】
　式（２）においてｘ（ｔ）とI（ｔ）はそれぞれ測定対象とするコイルの出力として取
得できる。また、値Ｅおよび値Ｆは電磁操作機構１００の電磁石の静特性より定める値で
あり、電磁操作機構１００の電磁石の静特性は可動部挙動推定装置３００の記録手段３０
２に予め保存されている。
　値Ｅおよび値Ｆが成す平面が複雑である場合は、事前に真空遮断器の標準的な動作条件
で開閉動作したときの駆動用コイル電流Ｉと電圧検知用コイル３の両端電圧ｘを用いて係
数の最適化を行う。最適化はさまざまな方法があるが、例えばサポートベクター回帰など
、一般的に知られている手法でもよい。
　以降、表記の簡単のため、式（２）を下記式（３）のように表す。
【００２２】
【数３】

【００２３】
　可動部挙動推定装置３００の測定手段３０１は、電磁操作機構１００の動作指令の信号
が入力された時点からデータの取得を開始する。測定手段３０１は、開極用コイル１に流
れる電流と電圧検知用コイル３の両端電圧を時間間隔Δｔごとに測定して時系列のデータ
列とし、記録手段３０２へ出力する。なお、時間間隔Δｔは、開閉動作に要する時間に相
当する時間幅Ｔに対して挙動の変化が確認できる程度の時間分解能としてあらかじめ設定
されており、測定開始から任意の時間幅Ｔだけ経過した段階で１回のデータ取得を終了す
る。
【００２４】
　可動部挙動推定装置３００の記録手段３０２は、測定手段３０１から送られた開極用コ
イル１の通電電流値と電圧検知用コイル３の電圧値の時系列データを記録し、測定１回分
のデータ量を保存した後、挙動推定手段３０３に１回分の時系列データを出力する。
　図８は、可動部挙動推定装置３００の挙動推定手段３０３の処理を説明するフローチャ
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力された開極用コイル１に流れる電流と電圧検知用コイル３の両端電圧ｘの時系列データ
から、動作速度ｖを求めるために利用するデータ領域を決める。記録手段３０２から入力
される時系列データは動作開始指令を検知した時刻ｔｓから動作終了ｔｅまでの挙動を表
しているため、可動部ＭＶが動作していない時間が含まれている。そこで挙動推定手段３
０３は、時系列データの時間変化を探索することにより、可動部ＭＶが動作している間の
時系列データに対してのみ、式（３）を適用する。
　例えば、測定手段３０１が、１回の開極動作における電圧検知用コイル３の両端電圧ｘ
の時間変化を図９に示すようなデータとして取得したとする。このとき、まず挙動推定手
段３０３は、この電圧波形から可動接点２２の動作開始時刻ｔｐを算出する。具体的には
、まず通電開始時刻ｔｓから微小な時間Δｔｓだけ経過した時の電圧値ｘ（ｔｓ＋Δｔｓ

）と通電開始後に電圧がゼロになる時刻ｔｚを算出する。そして、次の式を満足する時刻
ｔｐを求める。
【００２５】

【数４】

【００２６】
　式（４）で可動接点２２の動作開始時刻ｔｐを得た後、挙動推定手段３０３は記録手段
３０２から得た電流と電圧の時系列データの中から、時刻ｔｐ以降のデータに対して式（
３）を適用して開極速度ｖを算出する。
　可動部挙動推定装置３００の状態判定手段３０４は、挙動推定手段３０３が出力する開
極速度ｖと記録手段３０２から呼び出した開極速度の許容範囲の上限値と下限値（許容範
囲は開閉器の運用条件によってあらかじめ定まっている）との大小関係を算出する。開極
速度ｖが開極速度の許容範囲内であれば、状態判定手段３０４はｖの値を通知手段３０５
へ出力するだけであるが、開極速度ｖが開極速度の許容範囲から外れた場合は、開極速度
ｖを出力するとともに警報の発報指令を通知手段３０５へ出力する。
　可動部挙動推定装置３００の通知手段３０５は、状態判定手段３０４が出力した開極速
度ｖ、または開極速度ｖと警報発報指令が入力される。状態判定手段３０４から得た情報
が速度のみであった場合、通知手段３０５は図示しないモニタ等の画像出力機器に開極速
度ｖを表示するか、正常動作であることを示す画像を表示する。一方、状態判定手段３０
４が警報発報指令を出力したときは、図示しないモニタ等の画像出力機器に開極速度ｖを
表示し、かつ、速度異常であることを示す画像と音を発生させて管理者に通知する。
　以上では開極動作時の時系列データの区間を限定する方法について説明したが、投入動
作時の時系列データを取り扱う場合、投入動作時に利用する時系列データの区間は可動部
の動きだし時刻ｔｐｃから可動接点２２が固定鉄心２３と接触した時刻ｔａまでとなる。
【００２７】
　図１０に１回の投入動作における電圧検知用コイル３の両端電圧の時間変化と投入用コ
イル２に流れる電流波形の例を示す。通電開始時刻ｔｓから微少な時間Δｔｗだけ経過し
た時の電圧値ｘ（ｔｓ＋Δｔｗ）と通電電流波形が最大になる時刻ｔｍｉを算出する。そ
して、次の式を満足する時刻ｔｐｃを求める。
【００２８】
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【数５】

【００２９】
　式（５）で可動接点２２の動作開始時刻ｔｐｃを得た後、挙動推定手段３０３は記録手
段３０２から得た電流と電圧の時系列データから、時刻（ｔs＋Δｔｗ）からｔｐｃまで
のデータに対して式（３）を適用して投入速度ｖｃを算出する。
　このような構成によれば、電磁操作機構の構造を変更することなく、かつ、ストローク
センサを必要としないため、電磁操作機構を小型化できる。さらに可動部の動作速度を常
時監視できるため、重大事故を未然に防ぐ効果が期待でき、機器の点検効率を向上させる
ことができる。
【００３０】
　このように電磁操作機構の駆動用コイルに流れる電流と、駆動用コイルが励磁されたと
きに発生する誘導電圧と、電磁操作機構の電磁石の静特性に基づく式を定義し、これを解
くことによって可動部の動作速度を精度よく算出できる。
【００３１】
　本発明における実施の形態１による電磁式可動装置は、次の構成を具備することを特徴
とする。
　真空バルブ２００で構成される開閉部において固定接点２３に対向して設けられた可動
接点２２、および、この可動接点２２に直結され一体に設けられた駆動棒９ｂにより構成
される可動部ＭＶと、
　前記可動部ＭＶを駆動棒９ａおよび接圧バネ１０を介し投入方向または開極方向に移動
して作動し真空バルブ２００で構成される開閉部を開閉操作する可動鉄心６からなる磁性
体と、
　前記可動部ＭＶを作動する可動鉄心６からなる磁性体を磁気的に駆動する開極用コイル
１および投入用コイル２からなる駆動用コイルＤＣと、
　環状体を形成し所定の巻数で巻回される巻回部３ａを有し前記巻回部３ａの環状内部に
設定される前記可動鉄心６からなる磁性体の移動領域ＲＶを含む円盤状の内部領域ＲＮを
形成して前記内部領域ＲＮで前記駆動用コイルＤＣによる磁束を鎖交する電圧検知用コイ
ル３と、
　前記電圧検知用コイル３の出力値ｖのみに基づき、あるいは、前記電圧検知用コイル３
の出力値ｘおよび前記駆動用コイルＤＣに流れる電流値Ｉに基づいて前記可動部ＭＶの挙
動を推定することにより、前記電圧検知用コイル３の出力に応じて前記可動部ＭＶの挙動
を推定する挙動推定手段３０３とを備え、
　前記電圧検知用コイル３は、前記可動鉄心６からなる前記磁性体の一部が前記内部領域
ＲＮにおける前記磁性体の前記移動領域ＲＶで示される領域全体に常に存在する位置に配
設される。
【００３２】
　本発明における実施の形態１による電磁式可動装置は、この構成により、次の作用効果
を奏する。
　電圧検知用コイル３を用いて、可動鉄心６からなる磁性体により作動される駆動棒９ｂ
および可動接点２２で構成される前記可動部ＭＶとして接圧バネ１０の最大伸長状態また
は最大圧縮状態において可動鉄心６からなる磁性体および接圧バネ１０ならびに駆動棒９
ａ，９ｂと一体化されて移動する可動接点２２に係る開極動作時または投入動作時の移動
速度ｖや変位ｒなどの挙動を的確に推定することができる。
　特許文献１として先に示した従来の装置では、投入用コイルの励磁により開極のための
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釈放用コイルに発生する誘導電圧を測定して可動鉄心の動作所要時間を算出するものであ
るが、投入用コイルの励磁による投入動作状態では釈放用コイルの内部で可動鉄心の端部
が投入方向に移動し釈放用コイル内部における可動鉄心の占有量が急速に変化するため釈
放用コイルに発生する誘導電圧は急激かつ不規則に変動するものであって、釈放用コイル
に発生する誘導電圧を用いた可動部の挙動推定は正確に行えないものである。
　これに対し、本発明のものでは、電圧検知用コイル３の内部領域ＲＮに存在する可動鉄
心６からなる磁性体の占有量が開極動作および投入動作時における全ての動作期間を通し
てどの時点でも変化することはなく、円滑かつ規則的に変化する電圧検知用コイル３の検
出値によって可動部ＭＶの挙動を的確に推定することができる。
　なお、前記可動鉄心６からなる磁性体の移動を前記可動部ＭＶの移動とみなし、前記可
動鉄心６からなる磁性体の挙動を可動部ＭＶの挙動として推定することができる。
【００３３】
　また、前記挙動推定手段３０３は、前記電圧検知用コイル３の出力電圧値ｘおよび前記
駆動用コイルに流れる電流値Ｉから次式（６）により関数Ｇを計算し、得られた関数Ｇを
下記式（７）に適用して計算することによって、可動部ＭＶの動作速度ｖを推定する。
　この構成により、前記可動部ＭＶの移動速度ｖを的確に推定し、前記可動部ＭＶの挙動
を的確に推定することができる。
【００３４】
【数６】

【００３５】
　さらに、前記挙動推定手段３０３は、開極動作時に、前記電圧検知用コイル３の出力値
ｘおよび前記駆動用コイルＤＣに流れる電流値Ｉからなる変動データなどの前記電圧検知
用コイル３の出力値ｘを含む変動データに係る任意のデータ長分の時系列データを取得し
、可動鉄心６からなる磁性体により駆動棒９ａを介して開極方向へ移動するよう作動され
接圧バネ１０が最大伸長状態となって駆動棒９ａと９ｂが機械的に結合された後に、可動
鉄心６からなる磁性体および接圧バネ１０ならびに駆動棒９ａと一体化されて移動する駆
動棒９ｂおよび可動接点２２からなる前記可動部ＭＶに係る開極時における動作速度ｖや
変位ｒなどの挙動を推定する。
　この構成により、上記任意のデータ長分の時系列データによって、可動鉄心６からなる
磁性体により作動され前記接圧バネ１０の最大伸長状態において可動鉄心６からなる磁性
体および接圧バネ１０ならびに駆動棒９ａと一体化されて移動する駆動棒９ｂおよび可動
接点２２で構成される可動部ＭＶに係る開極動作時の移動速度ｖや変位ｒなどの挙動を時
系列に沿って的確に推定することができる。
　ここで、挙動推定手段３０３は、上記時系列データの経時変化を探索することにより、
駆動棒９ｂと可動接点２２で構成される前記可動部ＭＶが接圧バネ１０の最大伸長後に可
動鉄心６からなる磁性体および接圧バネ１０ならびに駆動棒９ａと一体化されて移動を開
始する時点ｔｐを算出する。上記時系列データは、開極動作時における時点ｔｐ以降にお
いて前記可動部ＭＶを構成する可動接点２２が可動鉄心６からなる磁性体および接圧バネ
１０ならびに駆動棒９ａと一体化して動作している間のみのデータが式（３）に適用され
、これによって、可動部ＭＶを構成する可動接点２２の移動状況を確実に把握し開極動作
時の移動速度ｖや変位ｒなどの挙動を時系列に沿って的確に推定することができるもので
ある。
【００３６】
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　そして、前記挙動推定手段３０３は、投入動作時に、前記電圧検知用コイル３の出力値
ｘおよび前記駆動用コイルＤＣに流れる電流値Ｉからなる変動データなどの前記電圧検知
用コイル３の出力値ｘを含む変動データに係る任意のデータ長分の時系列データを取得し
、可動鉄心６からなる磁性体により駆動棒９ａを介して投入方向へ移動するよう作動され
接圧バネ１０が最大圧縮状態となって駆動棒９ａと９ｂが機械的に結合された後に、可動
鉄心６からなる磁性体および接圧バネ１０ならびに駆動棒９ａと一体化されて移動する駆
動棒９ｂおよび可動接点２２からなる前記可動部ＭＶに係る投入時における動作速度ｖや
変位ｒなどの挙動を推定する。
　この構成により、上記任意のデータ長分の時系列データによって、可動鉄心６からなる
磁性体により作動され前記接圧バネ１０の最大圧縮状態において可動鉄心６からなる磁性
体および接圧バネ１０ならびに駆動棒９ａと一体化されて移動する駆動棒９ｂおよび可動
接点２２で構成される可動部ＭＶに係る投入動作時の移動速度ｖや変位ｒなどの挙動を時
系列に沿って的確に推定することができる。
　ここで、挙動推定手段３０３は、上記時系列データの経時変化を探索することにより、
駆動棒９ｂと可動接点２２で構成される前記可動部ＭＶが接圧バネ１０の最大圧縮後に可
動鉄心６からなる磁性体および接圧バネ１０ならびに駆動棒９ａと一体化されて移動を開
始する時点ｔｐを上記式（４）に基づいて算出する。上記時系列データは、開極動作時に
おける時点ｔｐ以降において前記可動部ＭＶを構成する可動接点２２が可動鉄心６からな
る磁性体および接圧バネ１０ならびに駆動棒９ａと一体化して動作している間のみのデー
タが式（３）に適用され、これによって、可動部ＭＶを構成する可動接点２２の移動状況
を確実に把握し投入動作時の移動速度ｖや変位ｒなどの挙動を時系列に沿って的確に推定
することができるものである。
【００３７】
　前述のように、
　前記挙動推定手段３０３は、開極動作時に、前記電圧検知用コイル３の出力値ｘおよび
前記駆動用コイルＤＣに流れる電流値Ｉからなる変動データなどの前記電圧検知用コイル
３の出力値ｘを含む変動データに係る任意のデータ長分の時系列データを取得し、可動鉄
心６からなる磁性体により駆動棒９ａを介して開極方向へ移動するよう作動され接圧バネ
１０が最大伸長状態となって駆動棒９ａと９ｂが機械的に結合された後に、可動鉄心６か
らなる磁性体および接圧バネ１０ならびに駆動棒９ａと一体化されて開極方向へ移動する
駆動棒９ｂおよび可動接点２２からなる前記可動部ＭＶに係る開極時における動作速度ｖ
や変位ｒなどの挙動を推定する。
　あるいは、
　前記挙動推定手段３０３は、投入動作時に、前記電圧検知用コイル３の出力値ｘおよび
前記駆動用コイルＤＣに流れる電流値Ｉからなる変動データなどの前記電圧検知用コイル
３の出力値ｘを含む変動データに係る任意のデータ長分の時系列データを取得し、可動鉄
心６からなる磁性体により駆動棒９ａを介して投入方向へ移動するよう作動され接圧バネ
１０が最大圧縮状態となって駆動棒９ａと９ｂが機械的に結合された後に、可動鉄心６か
らなる磁性体および接圧バネ１０ならびに駆動棒９ａと一体化されて投入方向へ移動する
駆動棒９ｂおよび可動接点２２からなる前記可動部ＭＶに係る投入時における動作速度ｖ
や変位ｒなどの挙動を推定する。
　さらに、前記挙動推定手段３０３は、上記時系列データの取得による前記可動部ＭＶに
係る開極時あるいは投入時における動作速度や変位などの挙動推定に加えて、前記電磁操
作機構の前記駆動用コイルＤＣに流す励磁電流値Ｉと前記励磁電流Ｉによって前記可動鉄
心６からなる磁性体に生成される磁束値との関係、および、前記励磁電流Ｉによって前記
可動鉄心６からなる磁性体に生成される磁束値と前記可動部ＭＶを作動する前記可動鉄心
６からなる磁性体に働く電磁力によって前記磁性体が動いたときの変位との関係を示す前
記駆動用コイルＤＣを含む電磁要素の静特性を参酌して、前記可動部ＭＶの挙動を推定す
る。可動部ＭＶの挙動を示す動作速度ｖは、上記式（２）および式（３）に基づいて算出
されるものであるところ、上記式（２）における値Ｅおよび値Ｆは電磁操作機構１００に
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おける前記駆動用コイルＤＣを含む電磁石の静特性より定める値であり、このように電磁
要素の静特性を参酌することによって、可動部ＭＶの挙動を示す動作速度ｖをより的確に
推定することができるものである。
　この構成により、電磁要素の静特性を参酌して、前記可動部ＭＶの挙動を更に的確に推
定することができる。
【００３８】
実施の形態２．
　本発明による実施の形態２を図１１について説明する。図１１は開極動作時に開極用コ
イル１に流れる電流波形の例である。
　この場合のように、可動接点２２が時刻ｔｐで動きだした後（一点鎖線で示す部分）の
電流の時間変化が微小である場合、開極速度の式（３）を次の式（８）のように定義して
もよい。
【００３９】
【数７】

【００４０】
　この場合、可動接点２２が移動しているときは、可動鉄心６が移動することによって磁
束が発生し、電圧検知用コイル３に誘導電圧が発生する。可動接点２２が移動している間
の開極用コイル１の電流が一定であるとみなすと、電圧検知用コイル３の出力は主に可動
鉄心６の変位ｒ（ｔ）の時間変化に依存する。
【００４１】
　したがって開極用コイル１に流れる電流値が一つの制約条件になり、可動接点６が移動
している間のｇ（ｒ）は、下記式（９）で表されるＨの逆関数となる。
【００４２】
【数８】

【００４３】
　以上のように、可動接点２２が移動中であるときの通電電流値Ｉが一定とみなせる場合
、ｇ（ｒ）の次元が１つ減るため、逆関数の計算が容易になる。逆関数の演算量が抑えら
れるので演算用回路を小さくでき、製作コストを抑えられる。
【００４４】
　前記挙動推定手段３０３は、前記電圧検知用コイル３における出力値ｘのみの経時変化
を基に前記可動部ＭＶの動作速度ｖを推定する。
　ここでは、可動接点２２が可動部ＭＶとして駆動棒９ａと一体に開極方向に移動し始め
た時点ｔｐ以降の開極用コイル１からなる駆動用コイルＤＣに流れる電流Ｉを一定とみな
して前記可動部ＭＶの動作速度ｖが推定される。
　時点ｔｐ以降の開極用コイル１からなる駆動用コイルＤＣに流れる電流Ｉは、ほぼ一定
であって、これを一定とみなすことにより、挙動推定手段３０３における演算処理が容易
となり、簡素化した装置構成でほぼ的確な挙動推定を行うことができる。
【００４５】
実施の形態３．
　本発明による実施の形態３を図１２および図１３について説明する。図１２は電圧検知
用コイル３の両端電圧波形の例である。
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　また、時刻ｔｐで可動接点２２が動作開始した後の電圧検知用コイル３の両端電圧ｘの
時間変化が下記式（１０）で表せる場合、動作速度ｖの計算式を下記式（１１）としても
よい。
【００４６】
【数９】

【００４７】
　例えば、電圧検知用コイル３の両端電圧波形ｘ（ｔ）が図１２で表されるとき、時刻ｔ
ｐ以降のｘ（ｔ）が式（１０）で近似できる。
　図１３は、式（１０）の係数Ａの変化に対する動作速度ｖの関係の例を示す。このよう
に、係数Ａと動作速度ｖの関係が二次式で定義できるため、演算が容易である。さらに演
算用回路を小さくできるので、製作コストを抑えられる。
　なお、時刻ｔｐで可動接点２２が動作開始した後の電圧検知用コイル３の両端電圧の時
間変化が必ずしも一次式である必要はなく、二次式や級数展開などで表現されることもあ
る。二次以上の次数で表現される場合、最高次数にかかる係数を用いて式（１１）を定義
する。
【００４８】
　前記挙動推定手段３０３は、前記電圧検知用コイル３から前記可動部ＭＶの移動中にお
ける前記電圧検知用コイル３での出力値の時間変化ｘ（ｔ）がｘ（ｔ）＝Ａｔ＋Ｂあるい
は二次以上の関数で近似できる出力を受けて最高次数にかかる係数Ａを取得し、前記係数
Ａを変数とした二次式である上記式（１１）を演算して動作速度値ｖを求めることにより
、可動部ＭＶの動作速度ｖを推定する。
　この構成により、挙動推定手段３０３における演算処理が容易となり、簡素化した装置
構成でほぼ的確な挙動推定を行うことができる。
【００４９】
実施の形態４．
　本発明における実施の形態４を図１４について説明する。図１４は電圧検知用コイル３
の両端電圧波形の例である。
　以上では可動鉄心６の動作速度ｖを算出する方法について説明したが、可動鉄心６の変
位ｒ（ｔ）を算出する場合は、電圧検知用コイル３の両端電圧ｘ（ｔ）を積分して駆動用
コイルに鎖交する磁束φｖを算出し、下記式（１２）で計算することにより、可動鉄心６
の変位ｒ（ｔ）を求めることができる。
【００５０】

【数１０】

【００５１】
　接点損耗量Ｍは、開極動作時の可動鉄心６の動き出し時刻ｔｂから可動接点２２の動き
出し時刻ｔｐまでの間に可動鉄心６が移動した距離として算出できる。図１４は開極動作
時の電圧検知用コイル３の両端電圧波形の例である。なお、可動鉄心６の動き出し時刻
ｔｂは、電圧検知用コイル３の両端電圧ｘ（ｔ）において次式（１３）を満たす時刻とし
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て得る。
【００５２】
【数１１】

【００５３】
上記のようにして算出したｔｂを使って、接点損耗量Ｍは次式（１４）で求められる。
【００５４】
【数１２】

【００５５】
　この実施の形態４では、前記挙動推定手段３０３は、前記電圧検知用コイル３の両端電
圧ｘ（ｔ）を時間積分して可動部ＭＶに働く磁束Φｖを計算し、上記式（１２）で可動部
ＭＶの変位ｒを求めることにより、可動部ＭＶの変位を推定する。そして、上記式（１３
）および式（１４）により接点損耗量Ｍを算出する。
　このように電圧検知用コイル３の両端電圧ｘと開極用コイル１に流れる電流Ｉの時系列
データおよびｒから可動鉄心６の変位量を計算するので、接点損耗量Ｍが高精度に算出で
きる。
【００５６】
実施の形態５．
　本発明における実施の形態５を図１５および図１６について説明する。図１５は本発明
における実施の形態５による可動部挙動推定装置４００のブロック図である。
　本発明の実施の形態５における可動部挙動推定装置４００は、実施の形態１に記載の測
定手段３０１、記録手段３０２、挙動推定手段３０３、状態判定手段３０４、通知手段３
０５を備え、さらには直近の電流、電圧の時系列データから関数ｇ（ｒ）を最適化して再
学習して動作速度の基準値を補正する係数補正手段３０６を備えている。
　可動部挙動推定装置４００は、記録手段３０２に開閉器の標準状態での動作速度をあら
かじめ保存している。そしてこの標準値は、関数ｇ（ｒ）と対応している。ところで、経
年劣化などによって電磁操作機構１００の一部の部品を交換した場合、部品の公差や製造
ばらつき、取り付け方法によって動作特性が変化するのが一般的である。したがって、部
品交換後の標準条件で測定した動作速度と記録手段３０２に保存している標準値に誤差が
生じる可能性がある。係数補正手段３０６は、このような標準値の誤差の増大を防ぐため
に備えられる。
【００５７】
　図１６は係数補正手段３０６が基準値の調整を行うときの手順を示すフローチャートで
ある。作業者は対象の部品を交換した後、電磁操作機構１００の駆動用コイルに通電して
開閉動作の挙動を確認する。このとき、開閉動作を複数回行うのが望ましい。例えばＬ回
開閉動作させたとすると、駆動用コイルに流れる電流と電圧検知用コイル３の両端電圧は
Ｌ回ずつ、記録手段３０２に記録・保存される。係数補正手段３０６は、部品交換後ｉ番
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目に測定したコイル電流および電圧のそれぞれの時系列データを記録手段３０２から呼び
出して関数ｇ（ｒ）の係数を最適化する。再学習して得た係数の組をＫｉと表す。係数調
整手段３０６は、係数Ｋｉを記録手段３０２に記録する。上記の操作をＬ回繰り返した後
、新しい係数の組を係数Ｋｉの中央値Ｋｍとして得る。挙動推定手段３０３は、新しい係
数Ｋｍを用いて動作速度ｖｍを算出する。係数補正手段３０６は記録手段３０２に保存し
ている標準値をｖｍで上書きし、標準速度ｖｆを更新する。
　このように係数補正手段３０６を備えることにより、電磁操作装置や開閉器の稼働中に
機械的な変更があった場合でも動作速度の変化量を高精度に推定できる。
【００５８】
　本発明における実施の形態５による電磁式可動装置は、開極用コイル１および投入用コ
イル２からなる駆動用コイルＤＣ（図１～５参照）に流れる電流Ｉと電圧検知用コイル３
（図１～５参照）の両端電圧を取得する測定手段３０１と、測定手段３０１で取得したデ
ータを記録する記録手段３０２と、記録手段３０２から任意のデータ長分の時系列データ
を取得して、駆動用コイルＤＣの通電電流Ｉおよび電圧検知用コイル３の両端電圧ｘから
可動部ＭＶ（図１～５参照）の動作速度ｖなどの挙動を推定する挙動推定手段３０３と、
挙動推定手段３０３で算出した可動部ＭＶの動作速度ｖなどの挙動推定結果に基づき、前
記電磁操作機構に異常が発生したかを判断する状態判定手段３０４と、状態判定手段３０
４から異常検知信号と可動部ＭＶの動作速度ｖなどの挙動推定結果を取得し、設備管理者
に状態推定結果を通知する通知手段３０５とを備え、状態判定手段３０４は、挙動推定手
段３０３による挙動推定結果と基準値とを比較して前記可動部の動作に異常が発生したか
どうかを判別するものであって、直近に測定した駆動用コイル３の通電電流Ｉおよび電圧
検知用コイル３の両端電圧ｘの時系列データから挙動推定のための関数を再学習して前記
基準値を補正する係数補正手段を備える。
　この構成により、装置の稼働中に可動部動作に影響を与える条件変更があった場合でも
動作速度ｖの変化量などを含む可動部の挙動を高精度に推定できる。
【００５９】
　なお、本発明は、その発明の範囲内において、各実施の形態の一部または全部を自由に
組み合わせたり、各実施の形態を適宜、変形、省略することが可能である。
【符号の説明】
【００６０】
　１００　電磁操作機構、ＤＣ　駆動用コイル、１　開極用コイル、２　投入用コイル、
３　電圧検知用コイル、４　ボビン、５　固定鉄心、６　可動鉄心６　永久磁石、８　静
止板、ＭＶ　可動部、９ａ，９ｂ　駆動棒、１０　接圧バネ、２００　真空バルブ、　２
１　ベローズ、２２　可動接点、２３　固定接点、３００、４００　可動部挙動推定装置
、３０１　測定手段、３０２　記録手段、３０３　挙動推定手段、３０４　状態判定手段
、３０５　通知手段、３０６　係数補正手段。
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